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１ 目的 

この要領は、「竹原市複合施設整備PPP/PFI導入可能性調査及び事業者募集選定支援業務」（以下「本業

務」という。）において、受注候補者を公募型プロポーザル方式により選定するため、その応募手続

き等について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 業務概要 

⑴ 業 務 名：竹原市複合施設整備PPP/PFI導入可能性調査及び事業者募集選定支援業務 

⑵ 業務内容：別紙「業務仕様書」のとおり 

⑶ 履行期間：契約締結日から令和８年３月３１日まで（予定） 

⑷ 提案上限金額 ４４，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

令和６年度：１２，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

令和７年度：３２，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ プロポーザル方式の方法及び理由 

本市では、竹原市庁舎移転後の跡地において、公共施設再配置の拠点施設となる複合施設の整備を行

うこととしているが、事業実施においては民間事業者の優れた提案を広く募集する手法等を採用するこ

とを想定している。 

民間事業者の動向や整備事業への参加意欲等を的確に把握し、最も適した発注方法を選択するための

調査・検討及び要求水準書作成、事業者募集、選定にかかる業務や作業等を技術的な面から市を支援す

ることが可能で、かつ民間活力を導入する事業に精通した事業者に業務を委託するため、公募型プロポ

ーザルを実施し、優れた技術力と実績を有する者を選定する。 

 

４ 参加資格 

公募型プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、参加申請日において次

に掲げる全ての要件を満たしていること。 

⑴ 公告日現在において、令和５・６年度竹原市測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格者登

録名簿における「都市計画及び地方計画」に登録があること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴

力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

⑷ 本事業の遂行に必要な関連知識を十分理解しているともに、事業を的確に遂行するに足る能力、

組織、人員等を有していること。 

⑸ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有

していること。 

⑹ 竹原市競争入札参加者除外の基準及び適用区分に関する規程及び竹原市建設業者等指名除外要綱

の各規定による指名除外を受けていない者であること。 

⑺ 納付すべき市税及び消費税等の滞納がない者であること。 

⑻ 委託業務の実施にあたっては、正副２名以上の担当者を配置し必要時に事務局と速やかに連携を

行うなど、本業務を円滑に遂行することができる運営体制が整備されていること。 

⑼ 応募は単独に限らず共同企業体(JV)でも可とし、この場合の要件は以下のとおりとする。 

ア 共同企業体(JV)の代表構成員は、参加資格⑴～⑻の要件を満たす者であること。 
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イ 共同企業体(JV)の構成員は、応募資格⑵⑶⑸⑹⑺の要件を満たす者であること。 

ウ 共同企業体(JV)の構成員は、他の共同企業体(JV)の構成員となることはできない。 

⑽ その他法令等に違反していないこと又違反する恐れがないこと。 

 

５ スケジュール 

 項目 期日または期限 

１ 公募開始 令和６年５月２０日(月) 

２ 質問書提出期限 令和６年５月２７日(月)午後５時まで 

３ 質問書最終回答 令和６年５月３０日(木) 

４ 参加表明書及び参加資格確認書類の提出期限 令和６年６月７日(金)午後５時まで 

５ 参加資格審査結果通知 令和６年６月１２日(水） 

６ 企画提案書提出期限 令和６年６月２１日(金)午後５時まで 

７ プレゼンテーション選考日 令和６年７月３日(水)※予定 

８ 審査結果通知 令和６年７月１２日(金)までに通知※予定 

 

６ 実施要領等の配布 

⑴  配布期間：令和６年５月２０日（月）～ 参加表明書等の提出期限日まで 

⑵ 配布場所：市ホームページから入手すること。⇒https://www.city.takehara.lg.jp/ 

 

７ 実施要領等に関する質問の受付及び回答 

⑴ 受付期間：令和６年５月２０日（月）～令和６年５月２７日（月）午後５時まで（期限厳守） 

⑵ 質問方法：別添質問書（様式１及び別紙）により電子メールで事務局宛に送付すること。また質

問書を電子メールにて送付した旨を２２問い合わせ先まで電話をすること。なお、電

話・対面等による質問には応じない。 

       メールの件名は【質問書】竹原市複合施設整備PPP/PFI導入可能性調査及び事業者募集選定

支援業務としてください。 

⑶ 質問回答：質問の回答は随時、質問者の情報を非公開としたうえで竹原市ホームページに掲載す

る。 

⑷ 提 出 先：２２ 問合せ先に同じ 

 

８ 参加表明書等の作成要領及び記載上の留意事項 

⑴ 参加表明書（様式２）等 

ア 参加表明書等は（様式２）を表紙として提出すること。 

イ 共同企業体の結成については、共同企業体結成届兼委任状（様式２－１）、共同企業体協定 

書（様式２－２）もあわせて提出すること。 

⑵ 企業の実績等（様式３） 

ア 共同企業体で応募する場合は、代表構成員・構成員についてそれぞれ作成すること。 

イ 同種又は類似業務実績は、過去１０年以内の業務実績とし、最大５件まで記載すること。 

ウ 同種業務とは「複合施設整備の民間活力導入可能性調査業務」又は「複合施設整備の民間事業 

者の選定等に係るアドバイザリー業務」とする。 

  類似業務とは「同種業務以外の公共施設整備の民間活力導入可能性調査業務」又は「公共施

設整備の民間事業者の選定等に係るアドバイザリー業務」とする。 

https://www.city.takehara.lg.jp/
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⑶ 業務実施体制（様式４） 

ア 業務を実施するにあたり、必要な人員体制を記載すること。 

イ 本業務は、照査技術者1名、管理技術者１名及び複数名の担当技術者からなる体制を想定して

いる。また、担当技術者は、共同企業体を構成する事業者の技術者でも可とする。 

ウ 管理技術者、照査技術者については、技術士（建設部門－都市及び地方計画）又は、RCCM

（都市計画及び地方計画）を取得している者を配置すること。 

  共同企業体の場合は、代表構成員から照査技術者と管理技術者を配置すること。 

エ 他のコンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合は、委託する業務の内容の再委託

先、及びその理由を記載すること。 

オ 本業務において、建築物について整理すべき事案は、一級建築士の実務経験を有する者を担

当技術者として配置して実施すること。（再委託可とし、再委託先で建築士事務所登録のある

建築士を担当技術者とすることも可。） 

⑷ 会社概要 

様式は任意とするが、日本産業規格Ａ４判縦１枚程度にまとめたもので、会社名、所在地， 

設立年月、代表者名、資本金、職員数等が確認できるものであること。なお、会社のリーフレ 

ット等でも代用可能とする。共同企業体の場合は、構成員全員について提出する。 

   ⑸ 納付すべき市税及び消費税の滞納がないことの証明書の写し 

 

９ 参加表明書等の提出期間、提出場所及び提出方法 

⑴ 期 間：令和６年５月３０日（木）～ 令和６年６月７日（金）午後５時まで（期限厳守） 

⑵ 提出方法：持参又は郵送。郵送提出の場合は、提出期間必着とする。 

⑶ 提出部数： ３部（原本 １部、写し ２部） 

⑷ 提 出 先：２２ 問合せ先に同じ 

 

１０ 参加資格の確認 

９で提出された参加表明書をもとに参加資格の確認を行うものとする。参加資格を満たす事業者には

令和６年６月１２日（水）午後５時までに企画提案書の提出依頼を通知する。 

   竹原市の令和５年度成果品については、参加資格を満たした事業者が、企画提案書を作成するため

に提供を求めた場合においてのみ閲覧対応するものとするが、外部へ情報漏洩等がないように取り扱

いには十分留意すること。 

 

１１ 企画提案書の作成及び記載上の留意事項 

⑴ 技術者の経歴等は別添（様式５、様式６）及び業務実績を証明する書類を提出すること。 

管理技術者及び担当技術者の経歴（様式５、様式６） 

・本業務を担当する管理技術者及び担当技術者の過去１０年以内の同種業務（最大３件）又 

は類似業務（最大３件）の実績を記載すること。 

・同種又は類似業務実績が証明できる書類の写し（テクリス等）を添付すること。なお、実 

績が明確に確認できない場合は、評価の対象外とする。 

※提出された書類の返却は原則受け付けないものとする。 

 

⑵ 企画提案書等は別添（様式７）を表紙として提出すること。 

ア 業務実施方針及び手法（自由様式、Ａ４ 版縦） 

・本業務の実施方針及び手法、業務遂行上の配慮事項、実施フロー等を記入すること。 
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・枚数は２枚以内（片面印刷）とし、簡潔にまとめること。 

・企画提案書の文字の大きさは１０．５ポイント以上とする。 

※提案者を特定することができる内容の記述（具体的な社名、人物名等）及び説明をしてはな 

らない。 

イ 特定テーマについての企画提案（自由様式（Ａ４版）） 

・特定テーマ１：「複合施設に民間活力を導入するにあたって想定される課題及びそれに対 

する対応方法等について」 

・特定テーマ２：「民間施設の導入に当たり事業スキーム上留意すべき点及びそれに対する 

対応方法等について」 

・特定テーマ３：「多様な民間提案における可能性の拡大を図る効果的な市場調査につい 

て」 

※枚数は各テーマ２枚以内（片面印刷）とし、簡潔にまとめること。 

※提案者を特定することができる内容（具体的な社名、人物名等）の記述及び説明をしては 

ならない。 

ウ 業務工程（自由様式、Ａ４版横） 

・作業項目ごとに実施期間を実線で記入する。 

エ 経費積算（自由様式、Ａ４版横） 

・本業務遂行に必要な経費を計上するものとし、本業務仕様書を踏まえ、令和６年度・令 

和７年度それぞれの積算内訳を添付すること。 

   ただし、各年度の提案上限額を越えた経費は失格とするので、十分留意すること。 

 

１２ 企画提案等の提出期間、提出場所及び提出方法 

⑴ 期 間：令和６年６月１２日（水）～令和６年６月２１日（金）午後５時まで（期限厳守） 

⑵ 提出方法：持参又は郵送。郵送提出の場合は、提出期間必着とする。 

⑶ 提出部数：９部（原本１部、写し８部） 

⑷ 提 出 先：２２ 問合せ先に同じ 

 

１３ 見積にかかる留意事項 

⑴ 本業務の見積りは、業務仕様書の業務内容を踏まえ作成するものとする。 

⑵ 直接人件費については、業務仕様書の業務内容の項目毎に「職種名」、「職種毎の人・日数」、

「単価」、「金額」等を明記した内訳とすること。 

⑶ 直接経費は、成果品毎にかかる経費等の内訳とすること。 

⑷ 法務アドバイザーに関する経費は、直接経費に計上すること。 

⑸ 諸経費率は、本業務が工事を目的とした内容ではないため、国土交通省又は農林水産省が所管す

る工事等の実施に係る諸経費率を安易に用いないこと。 

  ⑹ 業務仕様書及び企画提案に基づき、本業務の成果品に関する費用も含めた全ての経費を見積もる 

こと。 
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１４ プレゼンテーションの実施 

⑴ 開催日時：令和６年７月３日(水)午後（予定） 

⑵ 会 場：竹原市民館会議室予定 

⑶ 割当時間：プレゼンテーション２０分、質疑応答１０分、合計３０分とする。 

⑷ 出席人数：１業者当たり５人以内とする。 

⑸ プレゼンテーションの順番は、企画提案書等の提出及び到着順（郵便局の受付消印で確認）

とする。ただし、到着が同日同時刻枠（郵便局の受付消印で確認）の場合は、提案者名の五十

音順とする。 

※プレゼンテーションの日時及び開催場所は提案者へ別途連絡する。 

※プレゼンテーションにあたり、市においてプロジェクターとスクリーンは用意する。それ以外の機

材は各提案者において準備すること。 

※企画提案書に基づいた提案説明のみとし、差替えや再提出、補足説明として追加資料等は認めな

い。なお、市が必要と認めるときは、追加の資料提出を求めることができる。 

   

１５ 審査方法等 

⑴ 選定委員会 

受注者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置し、審査する。委員は、竹原市職員で構成

する。 

⑵ 受注候補者の選定 

ア 選定方法 

委員会において、１６ 審査基準に基づき各委員が評価点（提案点と価格点の合計）とし

て評価する。各委員の評価点の合計が最も高い提案者を「受託候補者」として選定する。次い

で各委員の評価点の合計が高いものを「次点交渉者」として選定する。評価点が同点の場合

は、提案点が高い提案者を「受託候補者」として選定する。 

イ 選定結果の通知 

選定結果は、企画提案書等提出者（以下「提案者」という。）に書面で通知する。 

   ウ 虚偽の記載があると判断された場合は失格とする。 

エ 委員会は非公開とし、審査内容及び審査経過についても公開しない。 
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１６ 審査基準 

⑴ 企業の評価、業務実施体制評価等は以下のとおりとする。 

評価項目 評価の着目点 判断基準 配点 

企業の実績 
過去１０年間に同種

の実績 

会社実績として同種実績を有していれ

ば２点（共同企業体の参加企業も評価

の対象とする。） 

３点 

業
務
実
施
体
制
面
評
価 

 

予
定
管
理
技
術
者
の
評
価 

 

過去１０年間に同種

又は類似業務等の実

績 

予定管理技術者の経歴（様式５）で記

載のあった実績について、同種業務を

１件あたり２点、類似業務を１件あた

り１点とし、３件まで評価対象とす

る。 

（同種及び類似業務の実績がある場合

の配点は、同種業務のみ評価する。） 

最大６点 

予
定
担
当
技
術
者
の
評
価 

過去１０年間に同種

又は類似業務等の実

績 

予定担当技術者の経歴（様式６）で記

載のあった実績について、同種業務を

１件あたり２点、類似業務を１件あた

り１点とし、３件まで評価対象とす

る。 

（同種及び類似業務の実績がある場合

の配点は、同種業務のみ評価する。） 

※予定担当技術者が複数となる場合

は、主たる予定担当技術者（一人の

実績）についてのみ評価する。 

最大６点 

①企業及び業務実施体制の評価 １５点 
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⑵ 企画提案書審査基準は以下のとおりとする。 

評価項目 評価の着目点 判断基準 配点 

実施方針 

実施フロー 

工程表 

その他 

業務の理解度 
目的、条件、内容の理解度が高い場合に優

位に評価する。 
１０ 

２０ 業務実施手順 
業務実施手順を示す実施フローの妥当性が

高い場合に優位に評価する。 
５ 

工程表 
業務量を的確に把握し、工程計画の実現性

が高い場合に優位に評価する。 
５ 

特
定
テ
ー
マ
に
対
す
る
企
画
提
案 

特
定
テ
ー
マ 

１ 

的確性 

事業趣旨との整合性が高い場合（着眼点、

問題点、解決方法等）が網羅されている場

合に優位に評価する。 

８ 

２５ 実現性 

提案内容に説得力がある場合、提案内容を

裏付ける類似実績などが明示されている場

合に優位に評価する。 

８ 

独創性 

専門的な知見に基づく新たな提案や高度の

検討・解析方法の提案がある場合に優位に

評価する。 

９ 

特
定
テ
ー
マ 

２ 

的確性 

事業趣旨との整合性が高い場合（着眼点、

問題点、解決方法等）が網羅されている場

合に優位に評価する。 

８ 

２５ 実現性 

提案内容に説得力がある場合、提案内容を

裏付ける類似実績などが明示されている場

合に優位に評価する。 

８ 

独創性 

専門的な知見に基づく新たな提案や高度の

検討・解析方法の提案がある場合に優位に

評価する。 

９ 

特
定
テ
ー
マ 

３ 

的確性 

事業趣旨との整合性が高い場合（着眼点、

問題点、解決方法等）が網羅されている場

合に優位に評価する。 

８ 

２５ 実現性 

提案内容に説得力がある場合、提案内容を

裏付ける類似実績などが明示されている場

合に優位に評価する。 

８ 

独創性 

専門的な知見に基づく新たな提案や高度の

検討・解析方法の提案がある場合に優位に

評価する。 

９ 

②提案点（上記の合計） ９５ 

③価格点：（応募者のうち見積額最低額÷提案者の見積額）×配点 １０ 

①＋②＋③ 合計（企画提案書） １２０ 

 



8  

１７ 失格事項 

次のいずれかに該当する提案者は、失格（選定対象から除外）とする。 

⑴ 参加資格のない者が申請した場合。 

⑵ 企画提案書等が、提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合。 

⑶ 企画提案書等において、不備、違法行為、虚偽等の内容が記載されている場合。 

⑷ 申請に求められている義務を履行しなかった場合。 

⑸ 受託候補者選定終了までの間に、他の提案者に対して企画提案の内容を意図的に開示した場合。 

⑹ 他の提案者と企画提案の内容又はその意思について、相談を行った場合。 

⑺ 選定委員会委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を行った場合。 

⑻ プレゼンテーションに出席しなかった場合。 

⑼ 契約締結までの期間に参加資格に掲げる要件を満たさなくなった場合。 

⑽ その他、選定結果に影響を及ぼすと選定委員会が不適格と認める場合。 

 

１８ 審査結果 

プレゼンテーション実施後、審査結果を令和６年７月１２日（金）予定までに参加者に対して通

知し、審査結果についての異議は認めないものとする。また、「受託候補者」について、竹原市ホ

ームページで公表するとともに、あわせて受託候補者以外の提案者については社名を伏せたうえで、

選定結果を公表する。 

 

１９ 受注候補者と契約締結に向けた協議 

委託業務の内容及び契約条件について協議を行い、合意したのち業務契約を行う。ただし、諸事

情により受注候補者と契約が締結できなかった場合は、次点者と契約に関する協議を行う。 

 

２０ 特記事項 

次に掲げる要件を満たし、了承できること。 

⑴ 受託者は、業務の遂行にあたり十分に市と打合せを行うこと。また、疑義が生じた場合は、市の指示を 

受けること。 

⑵ 受託者は、関係法令を遵守し、誠実に業務を遂行すること。 

⑶ 受託者は、本事業の実施により得られた個人又は企業情報を、本事業履行期間及び履行後にお

いて他に漏らしてはならない。 

 

２１ その他留意事項 

⑴ プロポーザルに参加する費用は、全て参加者の負担とする。 

⑵ プロポーザルの参加に際して、提出した書類は返却されないものとする。 

⑶ 予算が議会の承認を得られなかった場合、契約時期の遅延あるいは契約の取り止めになる可能

性もあるため、十分留意したうえで応募すること。 

 

２２ 問合せ先 

〒７２５-８６６６ 広島県竹原市中央５丁目１番３５号 

担当部署：竹原市 企画部 企画政策課 公共施設再整備担当 

担 当 者：伊藤、中井 

T E L：０８４６-２２-１５６８ FＡX：０８４６-２２-８５７９ 

M a i l：kikaku@city.takehara.lg.jp 
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